
計
画
の
目
指
す
方
向
性

計
画
の
目
指
す
方
向
性

　

今
後
、
さ
ら
な
る
高
齢
化
の
進
展

や
高
齢
者
の
一
人
暮
ら
し
・
高
齢
者

の
み
の
世
帯
の
増
加
に
よ
っ
て
、
医

療
や
介
護
の
ニ
ー
ズ
が
増
加
、
多
様

化
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
こ

う
し
た
中
、
高
齢
者
が
住
み
慣
れ
た

地
域
で
安
心
し
て
そ
の
人
ら
し
い
生

活
を
続
け
ら
れ
る
よ
う
、
医
療
、
介

護
、
生
活
支
援
・
介
護
予
防
、
住
ま

い
が
一
体
的
に
提
供
さ
れ
る
「
地
域

包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
」
を
推
進
し
、

基
本
理
念
「
み
ん
な
で
築
く
健
康
・

長
寿
の
ま
ち
」
を
目
指
し
ま
す
。

　

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
推
進

す
る
た
め
に
、皆
さ
ん
と
と
も
に「
自

立
支
援
、介
護
予
防
、重
度
化
防
止
」

に
取
り
組
む
必
要
が
あ
り
ま
す
。

自
立
支
援
、
介
護
予
防
、　
　

自
立
支
援
、
介
護
予
防
、　
　

重
度
化
防
止

重
度
化
防
止

週
１
回
以
上
の
外
出
と
社
会

参
加

　

趣
味
や
運
動
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な

ど
楽
し
む
活
動
や
生
き
が
い
を
も
て

る
活
動
に
参
加
で
き
る
よ
う
に
、
皆

さ
ん
と
と
も
に
多
様
な
外
出
の
場
の

充
実
や
、
支
え
る

側
と
し
て
活
躍
で

き
る
よ
う
な
機
会

を
推
進
し
て
い
き

ま
す
。

　

介
護
の
資
格
や
技
術
は
な
い
け
ど

興
味
が
あ
り
、
介
護
の
現
場
で
働
い

て
み
た
い
人
は
、
下
記
の
募
集
記
事

を
ご
覧
い
た
だ
き
、
ぜ
ひ
ご
参
加
く

だ
さ
い
。

地
域
に
お
け
る
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
活
動

　

住
民
主
体
の
通
い
の
場
や
介
護

サ
ー
ビ
ス
事
業
所
な
ど
へ
リ
ハ
ビ
リ

専
門
職
を
派
遣
し
、
効
果
的
な
介
護

予
防
の
取
り
組
み
が
実
施
で
き
る
よ

う
に
支
援
し
ま
す
。

保
健
事
業
と
介
護
予
防
の
　

一
体
的
実
施

　

長
寿
健
診
の
結
果
か
ら
健
康
課
題

を
分
析
し
、
そ
の
健
康
課
題
に
対
す

る
個
別
支
援
や
集
団
支
援
を
専
門
職

な
ど
が
行
い
ま
す
。
ま
た
、
関
係
機

関
や
地
域
な
ど
が
連
携
し
、
フ
レ
イ

ル
予
防
（
※
）
に
着
目
し
た
介
護
予

防
や
重
度
化
防
止
を
推
進
し
ま
す
。

※�

高
齢
者
の
身
体
機
能
や
精
神
機
能
が

低
下
し
、
健
康
や
生
活
の
質
が
悪
化

す
る
状
態
を
防
ぐ
こ
と 本市の高齢者の現状と将来推計

介護に関する研修の参加者を募集します
シニアの皆さんへ　　あなたの「できること」「得意なこと」を介護現場に生かしませんか

さ
ら
に
進
む
少
子
高
齢
化

　

市
の
総
人
口
は
令
和
５
年
で

４
万
３
２
２
８
人
と
減
少
傾
向
に
あ

り
、
今
後
も
続
く
と
み
ら
れ
て
い
ま

す
［
グ
ラ
フ
１
］。
世
代
別
に
見
る

と
65
歳
以
上
の
高
齢
者
の
総
数
は
令

和
７
年
ま
で
増
加
し
、
そ
の
後
減
少

す
る
見
込
み
で
す
。
75
歳
以
上
の
後

期
高
齢
者
数
は
増
加
を
続
け
る
と
予

想
さ
れ
、
令
和
15
年
以
降
は
要
介
護

状
態
に
な
る
リ
ス
ク
が
高
ま
る
85
歳

以
上
の
人
の
割
合
が
高
く
な
り
ま
す
。

　

高
齢
者
の
中
で
も
高
齢
化
が
進
む

状
況
に
あ
り
、
今
後
ま
す
ま
す
介
護

の
ニ
ー
ズ
が
高
く
な
る
こ
と
が
予
想

さ
れ
ま
す
。
一
方
で
15
歳
か
ら
64
歳

ま
で
の
生
産
年
齢
人
口
は
減
少
し
て

お
り
、
高
齢
者
の
介
護
を
支
え
る
人

は
減
少
し
て
い
く
状
況
で
す
。

要
支
援
・
要
介
護
認
定
者
数

の
推
移

　

前
述
の
と
お
り
、
令
和
８
年
以
降

高
齢
者
の
総
数
は
減
少
に
転
じ
る
も

の
の
、
令
和
15
年
以
降
で
は
85
歳
以

上
の
人
の
割
合
が
高
く
な
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
ま
す
。
こ
の
た
め
、
要
支

援
・
要
介
護
認
定
者
数
は
令
和
８
年

の
２
１
８
６
人
に
対
し
、
令
和
17
年

で
は
２
３
６
９
人
、
令
和
22
年
で

２
４
１
６
人
と
上
回
る
見
込
み
で
す

「
グ
ラ
フ
２
］。

少子高齢化がさらに進むことが見込まれる中、一人ひとりがいくつになっても健康で生き生きと生活でき
るように、令和６年度から令和８年度の具体的な取り組みや目標を定めた「牧之原市第10次高齢者保健
福祉計画・第９期介護保険事業計画」を策定しました。

問い合わせ　長寿介護課　松井工・野田章子　☎㉓0076

牧之原市

第10次高齢者保健福祉計画

第９期介護保険事業計画

みんなで築くみんなで築く
健康・長寿のまち健康・長寿のまち

◀�

昨
年
度
の
研
修

集いの場「ちょっくら処」でカルタを
楽しむ高齢者

介護の資格や技術はなくても、「できることや好きなこと
を生かして働きたい」「誰かの役に立つ仕事をしたい」「介
護技術や知識を身につけて今後に生かしたい」という思い
のある人、働いてみたい人に、事業所の紹介
から就労までを支援します。
詳しくは市ホームページをご覧ください。
お気軽にご参加、ご応募お待ちしています。

対象　
▶�おおむね65歳以上で、自分で会
場まで来ることができる人
▶�介護現場で働いてみたい人（月数
回や１回２時間程度の就労も歓
迎）
＊興味のある人は相談ください。
募集期限
11月８日金
申込方法
�詳細を案内しますので、下記までご
連絡ください。
申込先
長寿介護課　榑林沙樹・夕下颯人
☎㉓0076

日　時 場　所

①11月25日月 午後１時30分
　　　　～午後２時30分 さざんか２階ボランティア室

②12月４日水 午前９時30分
　　　　～午後３時30分 さざんか２階会議室１

③12月５日木
午前９時30分～午後４時 さざんか２階ボランティア室④12月９日月

⑤12月13日金

「入門的研修」内容
介護に関心を持つ未経験者が介護保険制度や介護の方法、認知症の
理解など、基本的な知識を学び、介護現場で働きやすくなる研修です。

※�①は研修の説明会です。研修の受講を希望する人は、ご参加くだ
さい。
※�原則、全ての回に参加いただきます。

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

［資料］介護保険事業状況報告月報９月分（Ｒ３～Ｒ５）。Ｒ６以降は推計値。

［グラフ２］要支援・要介護認定者数の推移・推計
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実績 推計

［グラフ１］総人口の推移・推計高齢者
数（人）
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実績 推計
［資料］10月１日現在値の住民基本台帳（Ｒ３～Ｒ５）。Ｒ６以降は推計値。
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介
護
保
険
料
は
３
年
ご
と

に
見
直
さ
れ
て
い
ま
す

　

65
歳
以
上
の
人
（
第
１
号
被

保
険
者
）
の
介
護
保
険
料
は
、

市
が
３
年
ご
と
に
定
め
る
保
険

料
基
準
額
を
基
に
所
得
段
階
別

の
割
合
に
よ
っ
て
計
算
さ
れ
ま

す
。

　

保
険
料
基
準
額
は
、
介
護
保

険
事
業
計
画
の
３
年
間
を
単
位

と
し
た
、
計
画
期
間
ご
と
に
必

要
な
保
険
サ
ー
ビ
ス
費
用
の
見

込
額
か
ら
設
定
し
ま
す
。

　

65
歳
以
上
の
人
が
負
担
す
る

保
険
料
は
サ
ー
ビ
ス
費
用
全
体

の
23
％
分
で
、
残
り
の
費
用
は

40
歳
か
ら
64
歳
ま
で
の
人
（
第

２
号
被
保
険
者
）の
保
険
料（
医

療
保
険
料
に
上
乗
せ
し
て
徴

収
）
と
国
や
県
、
市
の
負
担
金

（
税
金
）
で
賄
わ
れ
ま
す
。

変
更
点
に
つ
い
て

　

今
回
の
事
業
計
画
で
は
、
令

和
６
年
度
か
ら
令
和
８
年
度
に

必
要
と
さ
れ
る
保
険
サ
ー
ビ
ス

費
用
を
見
込
ん
だ
結
果
、
保
険

料
基
準
月
額
は
５
７
０
０
円
か

ら
５
６
０
０
円
に
減
額
さ
れ
ま

し
た
。

　

所
得
段
階
に
お
い
て
は
、
国

の
基
準
に
基
づ
き
、
12
段
階
か

ら
13
段
階
に
変
更
さ
れ
、
第
９

段
階
以
降
の
区
分
の
対
象
所
得

金
額
が
変
更
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
被
保
険
者
本
人
が
課

税
所
得
者
の
と
き
、
第
８
期
に

つ
い
て
は
、
合
計
所
得
金
額
に

給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
場

合
、
給
与
所
得
か
ら
10
万
円
を

控
除
し
た
金
額
を
用
い
る
特
例

措
置
を
適
用
し
て
い
ま
し
た
が
、

第
９
期
か
ら
は
適
用
し
な
い
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。

　

皆
さ
ん
が
納
め
る
保
険
料
は
、

介
護
費
用
の
ほ
か
、
介
護
予
防

事
業
な
ど
の
大
切
な
財
源
と
な

り
ま
す
の
で
、
ご
理
解
と
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

個
人
ご
と
の
年
間
保
険
料

の
決
定
に
つ
い
て

　

皆
さ
ん
が
実
際
に
納
付
す
る

個
人
ご
と
の
保
険
料
は
、
前
年

中
の
所
得
な
ど
が
確
定
し
た
８

月
中
旬
に
、
左
記
の
と
お
り
各

通
知
書
を
送
付
し
ま
す
の
で
、

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼�

特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
天
引

き
）
の
人
＝
介
護
保
険
料
特

別
徴
収
開
始
通
知
書

▼�

普
通
徴
収
（
納
付
書
な
ど
で

個
別
に
納
付
）
の
人
＝
介
護

保
険
料
納
入
通
知
書

　

皆
さ
ん
が
納
め
た
保
険
料
は
、

大
き
く
分
け
て
３
つ
の
事
業
に

活
用
さ
れ
ま
す
。

１
．�介
護
が
必
要
な
人
を
支
え

る
た
め
に
《
介
護
給
付
費・

介
護
予
防
給
付
費
》

　

介
護
や
支
援
が
必
要
な
状
態

に
な
り
、
市
か
ら
要
介
護
（
要

支
援
）
認
定
を
受
け
た
人
が
、

状
態
の
悪
化
を
防
ぎ
、
で
き
る

限
り
自
立
し
た
生
活
を
送
る
た

め
に
利
用
す
る
介
護
（
介
護
予

防
）
サ
ー
ビ
ス
の
費
用
に
使
わ

れ
ま
す
。

　

利
用
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
に
は
、

自
宅
な
ど
の
生
活
の
場
で
利
用

で
き
る
在
宅
サ
ー
ビ
ス
、
施
設

へ
入
所
し
て
利
用
す
る
施
設

サ
ー
ビ
ス
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

利
用
者
は
、
原
則
と
し
て

サ
ー
ビ
ス
に
か
か
る
費
用
の
１

割
（
一
定
以
上
の
所
得
が
あ
る

人
は
２
割
ま
た
は
３
割
）
を
負

担
し
ま
す
。

２
．�要
介
護
状
態
に
な
ら
な
い

た
め
に
《
介
護
予
防
・
日

常
生
活
支
援
総
合
事
業
費
》

　

要
介
護
状
態
に
な
ら
な
い
よ

う
に
、
高
齢
者
の
皆
さ
ん
の
社

会
参
加
や
活
動
の
支
援
、
高
齢

者
の
皆
さ
ん
の
生
活
を
支
援
す

る
地
域
・
人
・
チ
ー
ム
作
り
を

進
め
る
た
め
に
使
わ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
要
支
援
１
・
２
や
総

合
事
業
対
象
者
の
人
が
受
け
て

い
る「
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス（
ホ
ー

ム
ヘ
ル
パ
ー
）」
や
「
通
所
型

サ
ー
ビ
ス
（
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
）」

の
サ
ー
ビ
ス
費

用
に
も
使
わ
れ

ま
す
。

３
．�相
談
支
援
や
介
護
事
業
者

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
の
た

め
に
《
包
括
的
支
援
事
業

費
・
任
意
事
業
費
》

　

高
齢
者
や
ご
家
族
か
ら
の
さ

ま
ざ
ま
な
相
談
窓
口
で
あ
る

「
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
」

の
運
営
や
認
知
症
対
策
・
生
活

支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
（
市

社
会
福
祉
協
議
会
へ
の
委
託
）

な
ど
の
事
業
に
使
わ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利

用
者
に
本
当
に
必
要
な
サ
ー
ビ

ス
が
提
供
さ
れ
る
よ
う
、
ケ
ア

プ
ラ
ン（
介
護
サ
ー
ビ
ス
計
画
）

の
点
検
や
事
業
者
へ
の
指
導
な

ど
を
行
う
介
護
給
付
等
費
用
適

正
化
事
業
の
ほ
か
、
家
族
介
護

者
教
室
や
介
護
相
談
員
派
遣
事

業
な
ど
、
高
齢
者
や
そ
の
家
族

を
支
援
す
る
き
め
細
か
な
事
業

に
も
使
わ
れ
ま
す
。

８月から施設サービスなどの居住費が変更となります
段階 対象者 率 年額 月額

本
人
が
市
民
税
非
課
税
者

１段階
▶生活保護受給者▶世帯全員が市民税非課税の老齢福祉年金受
給者▶世帯全員が市民税非課税かつ本人の前年合計所得金額＋
課税年金収入額が80万円以下

基準額×0.285
（軽減前0.455） 19,152円 1,596円

２段階 世帯全員が市民税非課税かつ本人の前年合計所得金額＋公的年
金収入額が80万円超120万円以下

基準額×0.485
（軽減前0.685） 32,592円 2,716円

３段階 世帯全員が市民税非課税かつ本人の前年合計所得金額＋公的年
金収入額が120万円超

基準額×0.685
（軽減前0.69） 46,032円 3,836円

４段階 市民税課税世帯に属する被保険者で被保険者本人非課税かつ本
人の前年の合計所得金額＋公的年金収入額が80万円以下 基準額×0.90 60,480円 5,040円

５段階 市民税課税世帯に属する被保険者で被保険者本人非課税かつ前
年の合計所得金額＋公的年金収入額が80万円超 基準額×1.00 67,200円 5,600円

本
人
が
市
民
税
課
税
者

６段階 被保険者の前年の合計所得金額が120万円未満 基準額×1.20 80,640円 6,720円

７段階 被保険者の前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満 基準額×1.30 87,360円 7,280円

８段階 被保険者の前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満 基準額×1.50 100,800円 8,400円

９段階 被保険者の前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満 基準額×1.70 114,240円 9,520円

10段階 被保険者の前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満 基準額×1.90 127,680円 10,640円

11段階 被保険者の前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満 基準額×2.10 141,120円 11,760円

12段階 被保険者の前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満 基準額×2.30 154,560円 12,880円

13段階 被保険者の前年の合計所得金額が720万円以上 基準額×2.40 161,280円 13,440円

＊老齢福祉年金：明治44年4 月 1 日以前に生まれた人、または大正 5 年 4 月 1 日以前に生まれた人が受けている年金です。
＊合計所得金額：収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除する前の金額です。
　第１段階～第５段階については、「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。第１段階～第５段階の合計所得金額に給与所得
　が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。土地売却などに係る特別控除額がある場合は、「長期譲渡所得及
び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。

＊太字部分が今回の変更箇所

利用者
負担
段階

対象者（収入要件）
預貯金などの基準（資産要件） 食費の

負担限度
額（日額）

ユニット
型個室

ユニット型
個室的
多床室

従来型個室
【特別養護
老人ホーム】

従来型個室【特
別養護老人ホー
ム以外の施設】

多床室

第１
段階

▶生活保護受給者
▶ 世帯全員が住民税非課税か

つ老齢福祉年金受給者
880円 550円 380円 550円 0円 300円

第２
段階

世帯全員が住民税非課税かつ
前年の年金収入＋合計所得金
額が80万円以下

880円 550円 480円 550円 430円
390円

（短期利用
600円）

第３
段階①

世帯全員が住民税非課税かつ
前年の年金収入＋合計所得金
額が80万円超120万円以下

1,370円 1,370円 880円 1,370円 430円
650円

（短期利用
1,000円）

第３
段階②

市民税世帯非課税かつ前年の
年金収入＋合計所得金額が
120万円超

1,370円 1,370円 880円 1,370円 430円
1,360円

（短期利用
1,300円）

基準額
（施設によ
り異なる）

上記以外の一般の人
（軽減なし） 2,066円 1,728円 1,231円 1,728円

915円
＊ 特養以外の

施設：437円
1,445円

◆負担軽減の対象要件と食費の負担限度額（＊令和６年８月からの金額）

◆65歳以上の人の令和６年度～８年度までの保険料額（改定後）

補
足
給
付
（
食
費
・
居
住

費
の
軽
減
）
の
見
直
し

　

施
設
サ
ー
ビ
ス
や
短
期
入
所

サ
ー
ビ
ス（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
）

を
利
用
す
る
と
き
の
食
費
と
居

住
費
は
、
保
険
給
付
の
対
象
外

と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
市
民
税

非
課
税
な
ど
の
要
件
に
よ
り
認

め
ら
れ
た
場
合
に
負
担
額
が
軽

減
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

今
回
の
見
直
し
で
は
、
対
象

者
や
要
件
の
基
準
に
変
更
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
施
設
サ
ー

ビ
ス
や
短
期
入
所
サ
ー
ビ
ス

（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
）
を
利
用

す
る
際
に
か
か
る
居
住
費
が
、

８
月
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
60
円
増
額

と
な
り
ま
す
。

▼�

ユ
ニ
ッ
ト
型
個
室
＝
共
有
リ

ビ
ン
グ
が
あ
る
完
全
個
室
部

屋
▼�

ユ
ニ
ッ
ト
型
個
室
的
多
床
室

＝
共
有
リ
ビ
ン
グ
が
あ
る
簡

易
個
室
部
屋

▼�

従
来
型
個
室
＝
共
有
リ
ビ
ン

グ
が
な
い
個
室
部
屋

▼�

多
床
室
＝
定
員
２
人
以
上
の

部
屋

令和6～8年度の介護保険料基準額は月額5,600円に減額介護保険料は主に３つの使い道があります

計
画
の
詳
細
に
つ
い

て
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。
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